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富岡町特定帰還居住区域復興再生計画（新旧対照表） 

変更後 現行（令和６年２月 16日認定） 

１．特定帰還居住区域－区域の範囲 

市町村名 （略） 

区域 （略） 

 

〇特定帰還居住区域図（法：福島復興再生特別措置法、復興庁令：福島

復興再生特別措置法施行規則） 

※関係規定：法第 17条の９第１項、第２項第１号 

      復興庁令第９条の２第１項第 1・２号 

【全体図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．特定帰還居住区域－区域の範囲 

市町村名 （略） 

区域 （略） 

 

〇特定帰還居住区域図（法：福島復興再生特別措置法、復興庁令：福島

復興再生特別措置法施行規則） 

※関係規定：法第 17条の９第１項、第２項第 1号 

      復興庁令第９条の２第１項第１・２号 

【全体図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（傍線部分及び破線枠囲み部分は変更部分） 

国道 6 号 常磐線 常磐自動車道 

小野・富岡線 

いわき・浪江線 

常磐富岡 IC 

富岡駅 

夜ノ森駅 

国道 6 号 

常磐線 

常磐自動車道 

小野・富岡線 

いわき・浪江線 

常磐富岡 IC 

富岡駅 

夜ノ森駅 
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【拡大図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇特定帰還居住区域の対象等 

※関係規定：法第 17条の９第１項、第２項第１号 

      復興庁令第９条の２第１項第１・２号 

（略） 

 

２．計画の意義・目標 ※関係規定：法第 17条の９第２項第２号 

東日本大震災及び原子力災害から 15年が経過しようとする中、これま

での復興に向けた取組等により、平成 29年４月に帰還困難区域を除いた

区域、令和 5年 11月までに特定復興再生拠点区域の避難指示が解除され

たが、町内では未だに２つの行政区に避難指示が継続されている。 

 

３．計画の期間 ※関係規定：法第 17条の９第２項第３号 

・令和６年（2024年）２月 16日～令和 11年（2029年）12月 31日 

【拡大図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇特定帰還居住区域の対象等 

※関係規定：法第 17条の９第１項、第２項第１号 

      復興庁令第９条の２第１項第１・２号 

（略） 

 

２．計画の意義・目標 ※関係規定：法第 17条の９第２項第２号 

東日本大震災及び原子力災害から 13年が経過しようとする中、これま

での復興に向けた取組等により、平成 29年４月に帰還困難区域を除いた

区域、令和 5年 11月までに特定復興再生拠点区域の避難指示が解除され

たが、町内では未だに２つの行政区に避難指示が継続されている。 

 

３．計画の期間 ※関係規定：法第 17条の９第２項第３号 

・国の認定があった日～令和 11年（2029年）12月 31日 
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４．特定帰還居住区域の整備等 （事業再開のための支援、道路その他

の公共施設の整備、生活環境の整備に関する事項） 

＜特定帰還居住区域外とのアクセスの確保＞ 

（略） 

＜特定帰還居住区域内の整備の概要＞ 

・除染・家屋解体を進め、道路、電気・通信、河川、上下水道等の生活イ

ンフラの復旧・整備を実施する。 

（略） 

 

５．土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理 ※関係規定：法第 17条

の９第２項第７号、法第 17条の 23第１・２項 

（略） 

 

６．廃棄物の処理 ※関係規定：法第 17 条の９第２項第７号、法第 17

条の 23第３・４項 

（略） 

 

７．その他特定帰還居住区域の復興及び再生に関し特に必要な事項  

※関係規定：法第 17条の９第２項第８号 

＜生活関連サービス、防犯・防災等＞ 

・生活ごみ処理サービスの再開に向けた調整を実施する。 

・防犯については、既に実施中の町内全域のパトロールや防犯カメラの

継続に加え、防犯灯の復旧・整備に向けた調整を実施する。 

・防災については、防災行政無線等の活用など避難指示解除区域と同様

の対応に向けた調整を実施する。 

・医療・介護については、避難指示解除済み区域において整備・実施し

ている診療所や介護事業者等を活用する。 

４．特定帰還居住区域の整備等 （事業再開のための支援、道路その他

の公共施設の整備、生活環境の整備に関する事項） 

＜特定帰還居住区域外とのアクセスの確保＞ 

（略） 

＜特定帰還居住区域内の整備の概要＞ 

・除染・建物解体を進め、道路、電気・通信、河川、上下水道等の生活イ

ンフラの復旧・整備を実施する。 

（略） 

 

５．土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理 ※関係規定：法第 17条

の９第２項第７号、法第 17条の 23第１・２項 

（略） 

 

６．廃棄物の処理 ※関係規定：法第 17 条の９第２項第７号、法第 17

条の 23第３・４項 

（略） 

 

７．その他特定帰還居住区域の復興及び再生に関し特に必要な事項  

※関係規定：法第 17条９第２項第８号 

＜生活関連サービス、防犯・防災等＞ 

・生活ごみ処理サービスの再開に向けた調整を実施する。 

・防犯については、既に実施中の町内全域のパトロールや防犯カメラの

継続に加え、防犯灯の復旧・整備に向けた調整を実施する。 

（追加） 

 

・医療・介護については、避難指示解除済み区域において整備・実施し

ている診療所や介護事業者等を活用する。 
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・郵便及び宅配については、特定帰還居住区域の避難指示解除にあわせ

て郵便物や配達物を受け取ることができるよう、郵便局や事業者等と

の調整を実施する。 

・地上デジタル放送の視聴及び携帯電話の使用が可能となるよう、必要

な難視・不感対策について関係機関との調整を実施する。 

＜その他（立入管理等）＞ 

（略） 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

＜その他（立入管理等）＞ 

（略） 


